
行政職給料表（職員給与条例）

（人） （％） 区分 職名 （人） （人） （％） 段階

知事 政策監補 1

知事 部等の部長 8
知事 知事戦略公室長 1
知事 会計管理者 1
知事 理事 2
知事 総合県民局長 2

知事
困難な業務を行う委員会等の事務局の事
務局長

4

計 19
知事 副理事 3
知事 センター等の局長 4

知事
困難な業務を行う規模の大きいセンター
等の所長

5

知事 委員会等の事務局の事務局長 1

知事 部等の副部長 11

知事 本部長 2

知事 部等の副局長 1

知事 統括監 5

知事 院長 1

知事 特に困難な業務を行う校長 1

知事 総合県民局の副局長 2

教育 副教育長 1

計 37

知事 部等の次長 10

知事 危機管理監 1

知事 困難な業務を行う部等の所長 1

知事 特に困難な業務を行うセンター等の所長 1

知事 図書館長 1

知事 博物館長 1

知事 近代美術館長 1

知事 総合県民局の部長 8

知事 委員会等の事務局の次長 4

教育 委員会等の事務局の次長 2

教育 困難な業務を行う教育機関の所長 1

知事 困難な業務を行う部等の課長 21

知事 部等の所長 1

知事 困難な業務を行う副本部長 1

知事 困難な業務を行うセンター等の副局長 3

知事 困難な業務を行うセンター等の所長 3

知事 困難な業務を行う校長 1

知事 困難な業務を行う副所長 1

知事
困難な業務を行う農林水産総合技術支援
センターの課長

2

教育
困難な業務を行う委員会等の事務局の課
長

1

計 65

9級

１　部等の部長，会計管理者，困難な業務
　を行う委員会等の事務局の事務局長又は
　総合県民局の長の職務
２　困難な業務を行う部等の局長，困難な
　業務を行う規模の大きい委員会等の事務
　局の局長又は特に困難な業務を行う規模
　の大きいセンター等若しくは教育機関の
　長の職務

19 0.6%

１　部等若しくは委員会等の事務局の次
　長，総合県民局の部長又は困難な業務を
　行うセンター等若しくは教育機関の長の
　職務
２　困難な業務を行う部等若しくは委員会
　等の事務局の課長の職務又は困難な業務
　を行うセンター等若しくは教育機関の長
　の補佐の職務

65 2.2%

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

2.9%
部
長
級

8級

１  部等の局長，困難な業務を行う委員会
　等の事務局の局長，総合県民局の副局長
　又は困難な業務を行う規模の大きいセン
　ター等若しくは教育機関の長の職務
２　部等の副部長若しくは委員会等の事務
　局の事務局長の職務，困難な業務を行う
　委員会等の事務局の事務局長の補佐の職
　務又は困難な業務を行う規模の大きいセ
　ンター等若しくは教育機関の長の補佐の
　職務

37 1.2%

7級

87



知事 部等の課長 45

知事 副本部長 1

知事 室長 16

知事 政策調査幹 11

知事 工事検査幹 2

知事 上席秘書幹 1

知事 秘書幹 1

知事 航空戦略幹 1

知事 海外戦略調整幹 1

知事 センター等の副局長 9

知事 センター等の所長 3

知事 文書館長 1

知事 校長 3

知事 副所長 5

知事 副校長 4

知事 農林水産総合技術支援センターの課長 2

知事 推進幹 3

知事 総合県民局の副部長 10

知事 委員会等の事務局の課長 8

知事 収用委員会事務局の次長 1

教育 委員会等の事務局の課長 12

教育 室長 1

教育 政策調査幹 1

教育 推進幹 1

教育 副所長 1

知事 部等の担当室長 9

知事 事務所長 1

知事 運航安全管理幹 1

知事 センター等の次長 26

知事 副館長 2

知事
農林水産総合技術支援センター農業大学
校の教頭

1

知事 分室長 1

知事 教授 1

知事 総合県民局の次長 24

知事 主幹 2

知事 副工事検査幹 2

知事 出納室長 2

知事 委員会等の事務局の担当室長 1

教育 主幹 8

教育 教育機関の次長 1

教育 統括管理主事 8
教育 統括指導主事 4
教育 統括社会教育主事 2

教育 総合教育センターの課長 4

知事 副課長 84
知事 センター等の課長 41
知事 センター等の教頭 3

知事 総合県民局の課長 33

教育 副課長 10

知事 課長補佐 2

計 417

知事 課長補佐 421

知事 室長補佐 8

知事 主任専門員 12

知事 工事検査員 3

知事 准教授 4

教育 課長補佐 22

教育 室長補佐 1

教育 班長 26

計 497

5級 課長補佐の職務

29.0%

課
長
補
佐
級

497 16.5%

875

417 13.8%6級

１　部等若しくは委員会等の事務局の課
　長，総合県民局の副部長又はセンター等
　若しくは教育機関の長の職務
２　部等若しくは委員会等の事務局の担当
　室長若しくは総合県民局の次長の職務又
　はセンター等若しくは教育機関の長の補
　佐の職務
３　副課長又は総合県民局，センター等若
　しくは教育機関の課長の職務

9.2%
課
長
級

278



知事 主査 202

教育 主査 3

知事 係長 336

知事 専門員 10

知事 助教 1

教育 係長 29

教育 管理主事 2

教育 専門員 1

知事 主任 6

計 590

知事 主任 393

知事 主席 146

知事 工事検査主席 2

教育 主任 10

教育 主席 19

教育 指導主事 1

教育 社会教育主事 1

計 572

知事 主任主事 376

知事 主任司書 2

教育 主任主事 12

計 390

知事 主事 421

知事 司書 1

教育 主事 8

計 430

合　計 3017 100.0%

※この表の区分欄の「知事」とは，知事，議会，選挙管理委員会，監査委員，労働委員会，収用委員会，人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局

　をいい，「教育」とは，教育委員会の事務部局をいう。

※端数処理のため，区分ごとの比率の合計が100％にならない場合がある。

19.0%

4級
１　主査の職務
２　係長の職務

12.9%

1級 定型的な業務を行う職務 430 14.3%

2級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う職務

390

3級 主任の職務 572

590 19.6%

27.2%
主
事
級

957 31.7%
係
長
級

820



研究職給料表（職員給与条例）

（人） （％） 区分 職名 （人） （人） （％） 段階
知事 研究部長 1

計 1

知事 試験研究機関の課長 4
知事 教育機関の課長 3

知事 統括研究員 2

知事 上席学芸員 1

計 10

知事 上席研究員 17

知事 上席学芸員 5

知事 専門研究員 11

知事 専門学芸員 1

知事 研究係長 12

知事 学芸係長 1

知事 主任 26

知事 主席 13

計 86

知事 主任研究員 23

知事 主任学芸員 7

知事 研究員 17

知事 学芸員 4

計 51

－ －

計 0

合　計 148 100.0%

※この表の区分欄の「知事」とは，知事，議会，選挙管理委員会，監査委員，労働委員会，収用委員会，人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局

　をいい，「教育」とは，教育委員会の事務部局をいう。

※端数処理のため，区分ごとの比率の合計が100％にならない場合がある。

主
事
級

1級 定型的な業務を行う職務 0 0.0%

51 34.5%

2級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う職務

51 34.5%

4級 試験研究機関又は教育機関の課長の職務 10 6.8%

3級

１　上席研究員の職務
２　専門研究員の職務
３　研究係長の職務
４　主任の職務

86 58.1%

52 35.1%
係
長
級

課
長
級

44 29.7%

課
長
補
佐
級

1 0.7% 1 0.7%

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 職制上の段階内訳

5級 研究部長又は教育機関の長の職務



医療職給料表（一）（職員給与条例）

（人） （％） 区分 職名 （人） （人） （％） 段階
知事 医務技監 1

計 1

知事 所長 1

知事 保健所長 4

知事 推進幹 1

知事 課長補佐 4

計 10

知事 主任 5

計 5

知事 主任主事 2

知事 主事 10

計 12

合　計 28 100.0%

※この表の区分欄の「知事」とは，知事，議会，選挙管理委員会，監査委員，労働委員会，収用委員会，人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局

　をいう。

※端数処理のため，区分ごとの比率の合計が100％にならない場合がある。

主
事
級

内訳

1級 医療業務を行う職務 12 42.9% 12 42.9%

課
長

補
佐
級

2級
１　係長の職務
２　主任の職務

5 17.9% 5 17.9%
係
長
級

21.4%
課
長
級

4 14.3%

4級

１　部等の部長の職務
２　部等の副部長の職務
３　部等の次長又は困難な業務を行うセン
　ター等の長の職務

1 3.6% 1 3.6%

3級
１　部等の課長，総合県民局の副部長又は
　センター等の長の職務
２　課長補佐の職務

10 35.7%

6

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 職制上の段階

部
長
級



医療職給料表（二）（職員給与条例）

（人） （％） 区分 職名 （人） （人） （％） 段階
－ －

計 0

－ －

計 0

－ －

知事 センター等の課長 2
知事 総合県民局の課長 1

計 3

知事 課長補佐 11
知事 主査 1

知事 係長 6

計 18

知事 主任 15
知事 主席 2

計 17

知事 主任主事 11

計 11

知事 主事 10

計 10

－ －

計 0

合　計 59 100.0%

※この表の区分欄の「知事」とは，知事，議会，選挙管理委員会，監査委員，労働委員会，収用委員会，人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局

　をいう。

※端数処理のため，区分ごとの比率の合計が100％にならない場合がある。

35.6%

5級
１　課長補佐の職務
２　主査の職務
３　係長の職務

主
事
級

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
職務

10 16.9%

1級 定型的な業務を行う職務 0 0.0%

3級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う職務

11 18.6%

21

4級 主任の職務 17 28.8%

3 5.1%

15 25.4%

課
長
補
佐
級

18 30.5%

23 39.0%
係
長
級

部
長
級

7級
１　センター等の長の職務
２　困難な業務を行うセンター等の長の
　補佐の職務

0 0.0%

0 0.0%
課
長
級

6級
１  センター等の長の補佐の職務
２　総合県民局又はセンター等の課長の
　職務

8級 困難な業務を行うセンター等の長の職務 0 0.0% 0 0.0%

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 職制上の段階内訳



医療職給料表（三）（職員給与条例）

（人） （％） 区分 職名 （人） （人） （％） 段階
－ －

計 0

知事 副局長 1
知事 センター等の次長 1

知事 総合県民局の次長 2

知事 センター等の課長 2
知事 教頭 1

知事 総合県民局の課長 2

計 9

知事 課長補佐 4
知事 主査 1

知事 係長 11
知事 主任 1

計 17

知事 主任 18
知事 主席 11

計 29

知事 主任主事 19

計 19

知事 主事 23

計 23

－ －

計 0

合　計 97 100.0%

※この表の区分欄の「知事」とは，知事，議会，選挙管理委員会，監査委員，労働委員会，収用委員会，人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局

　をいう。

※端数処理のため，区分ごとの比率の合計が100％にならない場合がある。

4.1%
課
長
級

10.3%

0.0%

42 43.3%
主
事
級

課
長
補
佐
級

42.3%
係
長
級

1級 定型的な業務を行う職務 0 0.0%

内訳

3級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う職務

19 19.6%

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
職務

23 23.7%

6級

１　センター等の長の職務
２　総合県民局の次長の職務又はセンター
　等の長の補佐の職務
３　総合県民局又はセンター等の課長の
　職務

9 9.3%

4

10

5級
１　課長補佐の職務
２　主査の職務
３　係長の職務

17 17.5%

41

4級 主任の職務 29 29.9%

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 職制上の段階

7級 困難な業務を行うセンター等の長の職務 0 0.0% 0
部
長
級



特定獣医師職給料表（職員給与条例）

（人） （％） 区分 職名 （人） （人） （％） 段階
－ －

計 0

知事 所長 4

計 4

知事 次長 4

知事 センター等の課長 2
知事 支所長 2

計 8

知事 課長補佐 6
知事 主査 1

知事 係長 13
知事 支所長補佐 1

計 21

知事 主任 16

計 16

知事 主任主事 4

計 4

知事 主事 7

計 7

合　計 60 100.0%

※この表の区分欄の「知事」とは，知事，議会，選挙管理委員会，監査委員，労働委員会，収用委員会，人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局

　をいう。

※端数処理のため，区分ごとの比率の合計が100％にならない場合がある。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

0.0%
部
長
級

6級
１　センター等の長の職務
２　困難な業務を行うセンター等の長の
　補佐の職務

4 6.7%

8 13.3%
課
長
級

5級

7級 困難な業務を行うセンター等の長の職務 0 0.0% 0

１  センター等の長の補佐の職務
２　総合県民局又はセンター等の課長の
　職務

8 13.3%

11 18.3%

係
長
級

30 50.0%

課
長
補
佐
級

3級 主任の職務 16 26.7%

4級
１　課長補佐の職務
２　主査の職務
３　係長の職務

21 35.0%

18.3%
主
事
級

1級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
職務

7 11.7%

2級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う職務

4 6.7%

11



技能労務職給料表（技能労務職員給与規則）

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

技師 15

計 15

技師 1

（うち再任用） (1)

計 1

－

計 0

－

計 0

－

計 0

合　計 16 100.0%

※端数処理のため，区分ごとの比率の合計が100％にならない場合がある。

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計

2級

15 93.8%

職制上の段階

技
能
労
務
職
員

4級

１　数名の職員を直接指揮監督する職員の
　職務
２　特に高度の技能若しくは経験を必要と
　する業務又は特に困難な業務を行う職務

1 6.3%

3級
高度の技能若しくは経験を必要とする業務又
は相当困難な業務を行う職務

0 0.0%

5級

１　多数の職員を直接指揮監督する職員の
　職務
２　極めて高度の技能若しくは経験を必要
　とする業務又は極めて困難な業務を行う
　職務

内訳

相当の技能若しくは経験を必要とする業務又
は困難な業務を行う職務

0 0.0%

16 100.0%

1級 定型的な業務を行う職務 0 0.0%


